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(57)【要約】
　内視鏡装置１は、撮像部２４によって被写体を撮像し
て取得した被写体像に含まれる色に応じ、被写体の異常
度合いを示す指標を算出し、被写体像とは独立して設定
された所定の閾値Ｐ２に応じ、前記指標を識別表示した
表示画像Ｂを生成する、表示制御部３３を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部によって被写体を撮像して取得した被写体像に含まれる色に応じ、前記被写体の
異常度合いを示す指標を算出し、前記被写体像とは独立して設定された所定の閾値に応じ
、前記指標を識別表示した表示画像を生成する、表示制御部を有する、ことを特徴とする
内視鏡装置。
【請求項２】
　前記被写体は、臓器であり、
　前記指標は、前記臓器の色に応じて前記臓器の異常度合いを示し、前記被写体像から独
立して設定され、照明光の種類及び前記臓器の種類に応じて設定され、前記臓器の正常領
域と異常領域間で差が出るように設定され、
　前記表示画像は、前記正常領域と前記異常領域の色の差が、前記被写体像における色の
差より大きくなるように生成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記指標は、前記被写体像の色、照明光の種類及び観察部位の種類に応じた所定の指標
算出式によって算出される、ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記指標は、赤色画素値を緑色画素値によって規格化して算出される、ことを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記指標は、赤色画素値又は緑色画素値を青色画素値によって規格化して算出される、
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記指標は、赤色画素値と緑色画素値の和を青色画素値によって規格化して算出される
、ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記指標は、青色画素値の赤色画素値と緑色画素値の和による規格化、前記緑色画素値
の前記赤色画素値による規格化、又は、前記赤色画素値若しくは前記緑色画素値の前記青
色画素値による規格化のいずれかによって算出される、ことを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記所定の閾値は、前記指標を段階的に区分するように設定される、ことを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記指標は、観察モードの種類及び観察部位の種類に応じて複数設定されている、こと
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記所定の閾値は、観察モードの種類及び観察部位の種類に応じて複数設定されている
、ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１１】
　操作部を有し、
　前記操作部は、前記被写体を照明する照明光の種類と、前記被写体の観察部位の種類と
、を指示入力可能である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　光源装置と照明部を有し、
　前記光源装置は、通常帯域の赤色光と、通常帯域の緑色光と、狭帯域の青色光とによっ
て構成される特殊光を発生し、
　前記照明部は、前記特殊光を前記被写体に照射する、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記青色光は、中心波長が血漿の吸光係数のピーク波長と同じ波長になるように狭帯域
化される、ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１４】
　前記青色光は、中心波長が４１５ｎｍ～４９５ｎｍになるように狭帯域化される、こと
を特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１５】
　前記青色光は、中心波長が４６０～４７０ｎｍになるように狭帯域化される、ことを特
徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１６】
　前記観察部位は、鼻副鼻腔の粘膜である、ことを特徴とする請求項１１に記載の内視鏡
装置。
【請求項１７】
　前記表示制御部は、記憶部、演算部及び画像生成部を有し、
　前記記憶部は、所定の指標算出式、前記所定の閾値及び識別表示情報を記憶し、
　前記演算部は、前記所定の指標算出式を前記記憶部から読み出し、読み出された前記所
定の指標算出式によって前記指標を算出し、
　前記画像生成部は、前記所定の指標算出式に対応付けられた前記所定の閾値と、前記所
定の閾値に対応付けられた前記識別表示情報と、を前記記憶部から読み出し、前記指標に
基づいて、前記指標に対応した前記識別表示情報を決定し、前記識別表示情報に基づいて
、前記指標を識別表示した前記表示画像を生成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１８】
　前記指標は、内視鏡画像全体の画素値の平均値に基づいたものであることを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１９】
　撮像部によって被写体を撮像して被写体像を取得し、
　演算部によって前記被写体像に含まれる色に応じ、前記被写体の異常度合いを示す指標
を算出し、
　画像処理部によって前記被写体像とは独立して設定された所定の閾値に応じ、前記指標
を識別表示した表示画像を生成する、
　表示画像生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置及び表示画像生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被写体の炎症等の異常を発見できるように、被写体像に画像処理を施して表示す
る技術がある。例えば、日本国特許第４６３２６４５号明細書では、生体組織を組織表層
と組織表層以外の内部層の２層でモデル化した場合において、１ないし複数の画像値、ま
たはこれら画像値に基づく観測値を、内部層の光学特性の変化によって生じる観測値の変
化からの影響を最小化する条件で、組織表層の散乱特徴変化を最大化する散乱特徴空間へ
の写像を適用することで生体組織に係る散乱特徴の量を求め、散乱特徴を画像情報として
有する生体画像を生成する、イメージング装置が開示される。
【０００３】
　イメージング装置では、上皮内構造異形等など従来は観察が困難であった特徴を視認で
きるように、散乱特性変化に相関したイメージングが行われる。
【０００４】
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　しかし、従来のイメージング装置では、散乱特性変化に相関したイメージングが行われ
るものの、イメージングによって生成された画像は、被写体の炎症等の異常度合いを定量
的に示すものではない。したがって、ユーザは、被写体の異常度合いを定量的に把握する
ことができない。
【０００５】
　そこで、本発明は、被写体の炎症等の異常度合いを定量的に示すことができる内視鏡装
置及び表示画像生成方法を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、撮像部によって被写体を撮像して取得した被写体像に
含まれる色に応じ、前記被写体の異常度合いを示す指標を算出し、前記被写体像とは独立
して設定された所定の閾値に応じ、前記指標を識別表示した表示画像を生成する、表示制
御部を有する。
【０００７】
　本発明の一態様の表示画像生成方法は、撮像部によって被写体を撮像して被写体像を取
得し、演算部によって前記被写体像に含まれる色に応じ、前記被写体の異常度合いを示す
指標を算出し、画像処理部によって前記被写体像とは独立して設定された所定の閾値に応
じ、前記指標を識別表示した表示画像を生成する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係わる、血漿の吸光特性を説明するための図である。
【図３】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の所定の指標算出式を説明するための図
である。
【図４】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の所定の指標算出式を説明するための図
である。
【図５】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の所定の指標算出式を説明するための図
である。
【図６】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の所定の指標算出式を説明するための図
である。
【図７】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の内視鏡画像の一例を説明するための図
である。
【図８】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の指標に対応する識別表示情報の一例を
説明するための図である。
【図９】本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置の表示画像の一例を説明するための図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００１０】
　（構成）
　図１は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置１の構成例を示すブロック図である。
図２は、本発明の実施形態に係わる、血漿の吸光特性Ｗを説明するための図である。図２
では、Ｘ軸が波長を示し、Ｙ軸が吸光係数を示す。また、図２では、通常帯域の赤色光Ｂ
ｒ、通常帯域の緑色光Ｂｇ、通常帯域の青色光Ｂｂ、狭帯域の青色光Ｎｂ、血漿の吸光特
性Ｗ及び血漿の吸光係数のピーク波長Ｗｐが示される。
【００１１】
　内視鏡装置１は、光源装置１１と、内視鏡２１と、ビデオプロセッサ３１と、表示部４
１と、を有する。光源装置１１は、内視鏡２１及びビデオプロセッサ３１の各々と接続さ
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れる。内視鏡２１は、ビデオプロセッサ３１と接続される。ビデオプロセッサ３１は、表
示部４１と接続される。
【００１２】
　光源装置１１は、内視鏡２１の挿入部２２の先端部に設けられた照明部２３に照明光Ｌ
を出力する。光源装置１１は、光源制御部１２と、光源１３と、合波器１４を有する。
【００１３】
　光源制御部１２は、光源１３と接続され、表示制御部３３から入力された制御信号に応
じ、光源１３の制御を行う回路である。例えば、光源装置１１の駆動を指示する制御信号
が入力されると、光源制御部１２は、光源１３に発光を指示し、光源装置１１を駆動させ
る。また、表示制御部３３によって通常光の発光を指示する制御信号が入力されると、光
源制御部１２は、光源１３に通常光の出力を指示する。また、表示制御部３３によって特
殊光の発光を指示する制御信号が入力されると、光源制御部１２は、光源１３に特殊光の
出力を指示する。
【００１４】
　光源１３は、例えば、ＬＥＤ等の発光素子を有する。光源１３は、赤色光を発光する赤
色発光部１３ｒ、緑色光を発光する緑色発光部１３ｇ及び青色光を発光する青色発光部１
３ｂを有し、通常帯域の赤色光Ｂｒ、通常帯域の緑色光Ｂｇ及び通常帯域の青色光Ｂｂを
合波器１４に出力する（図２）。
【００１５】
　青色発光部１３ｂは、通常帯域の青色光Ｂｂの他にも、光源制御部１２から入力された
制御信号に応じ、例えば狭帯域光フィルタによって青色光を狭帯域化し、狭帯域の青色光
Ｎｂを出力する。
【００１６】
　図２に示すように、血漿の吸光特性Ｗは、波長４１５ｎｍ付近において低くなり、波長
４６５ｎｍ付近においてピークになり、波長５５０ｎｍ付近では０に近くなる。
【００１７】
　したがって、青色光は、好ましくは、中心波長が血漿の吸光係数のピーク波長Ｗｐと同
じ波長になるように狭帯域化される。例えば、青色光は、中心波長が波長４６５ｎｍ付近
になるように狭帯域化される。青色光は、中心波長が４６０ｎｍ～４７０ｎｍになるよう
に狭帯域化されても構わない。さらに、青色光は、中心波長が４１５ｎｍ～４９５ｎｍに
なるように狭帯域化されても構わない。
【００１８】
　通常帯域の赤色光Ｂｒ及び通常帯域の緑色光Ｂｇと、狭帯域の青色光Ｎｂとを含む特殊
光が照射されると、血漿は、赤色光及び緑色光に対して青色光をより多く吸収し、通常光
が照射されたときよりも黄色味が強く表れる。
【００１９】
　合波器１４は、入力された各色の光を合波する装置である。合波器１４は、照明部２３
と接続され、光源１３から入力された各色の光を合波して照明部２３に出力する。
【００２０】
　内視鏡２１は、被写体内を撮像できるように構成される。内視鏡２１は、挿入部２２と
、照明部２３と、撮像部２４と、操作部Ｘと、を有する。
【００２１】
　挿入部２２は、被写体内に挿入できるように、細長状に形成される。挿入部２２は、図
示しない各種管路及び各種信号線が内挿される。また、挿入部２２は図示しない湾曲部を
有し、操作部Ｘによる入力指示に応じて湾曲可能である。
【００２２】
　照明部２３は、挿入部２２の先端部に設けられ、光源装置１１から入力された照明光Ｌ
を被写体に照射する。
【００２３】
　すなわち、内視鏡装置１は、光源装置１１と照明部２３を有し、光源装置１１は、通常
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帯域の赤色光Ｂｒと、通常帯域の緑色光Ｂｇと、狭帯域の青色光Ｎｂとによって構成され
る特殊光を発生し、照明部２３は、特殊光を被写体に照射する。
【００２４】
　撮像部２４は、挿入部２２の先端部に設けられ、被写体の戻り光Ｒに撮像して被写体像
を取得し、撮像信号をビデオプロセッサ３１に出力する。撮像部２４は、ＣＣＤ等の撮像
素子を有する。
【００２５】
　操作部Ｘは、例えば、ボタン、ジョイステック等の指示入力装置を有する。操作部Ｘは
、タッチパネル、キーボード及びフットスイッチ等の指示入力装置を有しても構わない。
操作部Ｘは、内視鏡２１及びビデオプロセッサ３１に設けられ、内視鏡装置１に対し、各
種の指示入力が可能である。例えば、操作部Ｘは、湾曲部の湾曲指示及び光源装置１１の
駆動指示の他、被写体を照明する照明光Ｌの種類と、被写体の観察部位の種類と、を指示
入力可能である。
【００２６】
　ビデオプロセッサ３１は、内視鏡２１の制御を行い、内視鏡２１から入力された撮像信
号に基づいて、内視鏡画像Ａを生成し、内視鏡画像Ａに基づいて、表示画像Ｂを生成する
。ビデオプロセッサ３１は、操作部Ｘの他、画像処理部３２と表示制御部３３を有する。
【００２７】
　画像処理部３２は、撮像部２４から入力した撮像信号に基づいて、画像処理を行い、内
視鏡画像Ａを生成する回路である。画像処理部３２は、撮像信号に基づいて、例えば、ゲ
イン調整、ホワイトバランス調整、ガンマ補正、輪郭強調補正、拡大縮小調整等の画像処
理を行って内視鏡画像Ａを生成し、内視鏡画像Ａを表示制御部３３に出力する。
【００２８】
　表示制御部３３は、内視鏡装置１内の各部の制御を行う回路である。表示制御部３３は
、例えば、ＦＰＧＡによって構成される。表示制御部３３は、表示部４１と接続され、内
視鏡画像Ａに基づいて表示画像Ｂを生成し、表示画像Ｂを表示部４１に出力する。内視鏡
画像Ａは、動画像又は静止画像のいずれであっても構わない。
【００２９】
　また、表示制御部３３は、光源装置１１に制御信号を出力し、指示入力に応じた照明光
Ｌを被写体に照射するように指示する。より具体的には、操作部Ｘを介してユーザから通
常光の指示入力があったときには、通常光の出力を光源制御部１２に指示する。また、操
作部Ｘを介してユーザから特殊光の指示入力があったときには、特殊光の出力を光源制御
部１２に指示する。
【００３０】
　表示制御部３３は、内視鏡画像Ａの明るさに応じ、照明部２３の発光量を調整しても構
わない。
【００３１】
　表示制御部３３は、記憶部３３ａ、演算部３３ｂ及び画像生成部３３ｃを有する。
【００３２】
　記憶部３３ａは、書換え可能なＲＯＭ等の記憶装置によって構成され、所定の指標算出
式Ｐ１、所定の閾値Ｐ２及び識別表示情報Ｐ３を記憶する。
【００３３】
　所定の指標算出式Ｐ１は、予め被写体像とは独立して設定され、記憶部３３ａに記憶さ
れる。所定の指標算出式Ｐ１は、観察モードの種類及び観察部位の種類に応じて複数設定
され、記憶部３３ａに記憶されても構わない。所定の指標算出式Ｐ１は、例えば、指標を
算出する演算式の情報である。
【００３４】
　所定の閾値Ｐ２は、所定の指標算出式Ｐ１によって算出された指標を段階的に区分する
ように設定され、記憶部３３ａに記憶される。所定の閾値Ｐ２は、観察モードの種類及び
観察部位の種類に応じて複数設定され、記憶部３３ａに記憶されても構わない。
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【００３５】
　識別表示情報Ｐ３は、指標を識別表示するための、所定の閾値Ｐ２によって区分された
範囲に対応付けられた、例えば、色、明度又は模様等の情報が設定され、記憶部３３ａに
記憶される。
【００３６】
　演算部３３ｂは、内視鏡画像Ａに基づいて、指標を算出する。演算部３３ｂは、操作部
Ｘを介して入力された照明光Ｌの種類及び観察部位の種類に応じて記憶部３３ａから所定
の指標算出式Ｐ１を読み出し、読み出された所定の指標算出式Ｐ１によって指標を算出し
、指標を画像生成部３３ｃに出力する。
【００３７】
　画像生成部３３ｃは、表示画像Ｂを生成する回路である。画像生成部３３ｃは、所定の
指標算出式Ｐ１に対応付けられた所定の閾値Ｐ２と、所定の閾値Ｐ２に対応付けられた識
別表示情報Ｐ３と、を記憶部３３ａから読み出し、演算部３３ｂから入力された指標に基
づいて、指標に対応した識別表示情報Ｐ３を決定し、識別表示情報Ｐ３に基づいて、指標
を識別表示した表示画像Ｂを生成して表示部４１に出力する。
【００３８】
　すなわち、表示制御部３３は、撮像部２４によって被写体を撮像して取得した被写体像
に含まれる色に応じ、被写体の異常度合いを示す指標を算出し、被写体像とは独立して設
定された所定の閾値Ｐ２に応じ、指標を識別表示した表示画像Ｂを生成する。
【００３９】
　表示部４１は、例えば、カラー画像の表示をすることができるモニタによって構成され
、画像生成部３３ｃから入力された表示画像Ｂを表示する。
【００４０】
　（指標及び所定の指標算出式Ｐ１について）
　続いて、指標及び所定の指標算出式Ｐ１について、説明をする。
【００４１】
　図３から図６は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置１の所定の指標算出式Ｐ１を
説明するための図である。
【００４２】
　指標及び所定の指標算出式Ｐ１は、被写体の異常度合いを示すことができるように、設
定される。
【００４３】
　図３では、鼻副鼻腔を撮像して取得された内視鏡画像Ａに含まれる、赤色画素の輝度値
である赤色画素値Ｖｒ、緑色画素の輝度値である緑色画素値Ｖｇ及び青色画素の輝度値で
ある青色画素値Ｖｂの各々が、赤色画素値Ｖｒによって規格化されている。図３では、Ｘ
軸のＶｂ／Ｖｒ、Ｖｇ／Ｖｒ、Ｖｒ／Ｖｒの各々が指標算出式を示し、Ｙ軸が指標を示し
、実線が正常粘膜Ｎを示し、１点鎖線が浮腫Ｍを示し、２点鎖線がポリープＳを示す。以
下、浮腫Ｍ及びポリープＳの両方、又は、いずれか一方を示すとき、異常粘膜という。
【００４４】
　体内の粘膜、特に鼻副鼻腔の粘膜では、正常粘膜Ｎ、浮腫Ｍ、ポリープＳの順に、症状
が重くなる。正常粘膜Ｎと異常粘膜の間では、色に違いがあり、症状が重くなるに従い、
粘膜上皮が厚くなり、外観上の白味も強くなる。
【００４５】
　図３に示すように、正常粘膜ＮとポリープＳの戻り光Ｒの色の差は、赤色画素値Ｖｒに
よって規格化された長波長側のＶｇ／Ｖｒにおける指標の差Ｃｄ１よりも、短波長側のＶ
ｂ／Ｖｒの指標の差Ｃｄ２が大きい。
【００４６】
　すなわち、体内の粘膜では、長波長側よりも短波長側において、正常粘膜Ｎと異常粘膜
の色の違いが大きく表れる特性を有する。また、体内の粘膜では、粘膜上皮が厚くなるに
従い、戻り光Ｒの光量は、増加する特性を有する。
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【００４７】
　図４は、正常粘膜Ｎ、浮腫Ｍ及びポリープＳ間において、指標算出式による指標の算出
結果の違いを表している。図４では、Ｘ軸のＶｇ／Ｖｂ、Ｖｒ／Ｖｂ、Ｖｒ／Ｖｇ、（Ｖ
ｒ＋Ｖｇ）／Ｖｂの各々が指標算出式を示し、Ｙ軸が指標を示す。
【００４８】
　図５は、図４の浮腫ＭとポリープＳを、正常粘膜Ｎによって規格化した、浮腫Ｍとポリ
ープＳの指標の差を表している。図５では、Ｘ軸が指標算出式示し、Ｙ軸が指標を示す。
【００４９】
　図４及び図５に示すように、正常粘膜ＮとポリープＳでは、指標算出式（Ｖｒ＋Ｖｇ）
／Ｖｂによって算出された指標の差Ｃｄ３が他の指標算出式によって算出された指標の差
よりも大きい。
【００５０】
　すなわち、鼻副鼻腔の粘膜では、指標算出式（Ｖｒ＋Ｖｇ）／Ｖｂによって算出された
指標が、正常粘膜Ｎと異常粘膜の色の差を大きく表している。
【００５１】
　図６は、粘膜の切断面を模式的に表している。図６では、正常粘膜Ｎ、浮腫Ｍ、ポリー
プＳ、血管Ｂｖ及び照明光Ｌが示される。照明光Ｌは、ここでは説明のため、青色光等の
短波長の光であり、赤色光及び緑色光等の長波長の光は省略される。
【００５２】
　図６の光進達領域Ｌ１に示すように、正常粘膜Ｎでは、照明光Ｌの進達度が高く、長波
長側よりも短波長側に、高い吸光係数を有する粘膜内色素により、戻り光Ｒは、淡黄色に
見えると考えられる。
【００５３】
　図６の光進達領域Ｌ２に示すように、浮腫Ｍでは、照明光Ｌの進達度が低下すると考え
られる。より具体的には、浮腫Ｍでは、照明光Ｌが、肥厚した上皮によって長波長側より
も短波長側においてより多く散乱し、粘膜内色素に吸収されずに撮像部２４に戻る。した
がって、戻り光Ｒは、正常粘膜Ｎよりも白味が強く見える。
【００５４】
　６の光進達領域Ｌ３に示すように、ポリープＳでは、浮腫Ｍよりも光の進達度がさらに
低下し、浮腫Ｍよりもさらに白味が強く見えると考えられる。
【００５５】
　粘膜内色素は、血漿であると考えられる。
【００５６】
　すなわち、指標は、被写体像に含まれる色に応じ、照明光Ｌの種類及び観察部位の種類
に応じた所定の指標算出式Ｐ１によって算出される。
【００５７】
　所定の指標算出式Ｐ１は、赤色画素値Ｖｒと緑色画素値Ｖｇの和を青色画素値Ｖｂによ
って規格化した、指標算出式（Ｖｒ＋Ｖｇ）／Ｖｂを含む。指標算出式（Ｖｒ＋Ｖｇ）／
Ｖｂは、鼻副鼻腔の粘膜において、使用されることが望ましい。また、指標算出式（Ｖｒ
＋Ｖｇ）／Ｖｂは、通常光又は特殊光のいずれの照明光Ｌによって使用されても構わない
が、特殊光によって使用されることが望ましい。
【００５８】
　また、所定の指標算出式Ｐ１は、赤色画素値Ｖｒを緑色画素値Ｖｇによって規格化した
、指標算出式Ｖｒ／Ｖｇを含む。指標算出式Ｖｒ／Ｖｇは、消化管の粘膜において、使用
されることが望ましい。
【００５９】
　また、所定の指標算出式Ｐ１は、赤色画素値Ｖｒを青色画素値Ｖｂによって規格化した
、指標算出式Ｖｒ／Ｖｂを含む。
【００６０】
　また、所定の指標算出式Ｐ１は、緑色画素値Ｖｇを青色画素値Ｖｂによって規格化した
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、指標算出式Ｖｇ／Ｖｂを含む。
【００６１】
　なお、所定の指標算出式Ｐ１は、指標算出式（Ｖｒ＋Ｖｇ）／Ｖｂ、指標算出式Ｖｒ／
Ｖｇ、指標算出式Ｖｒ／Ｖｂ及び指標算出式Ｖｇ／Ｖｂの各々の分母と分子を逆にした式
のいずれかを含んでも構わない。すなわち、所定の指標算出式Ｐ１は、青色画素値Ｖｂの
赤色画素値Ｖｒと緑色画素値Ｖｇの和による規格化した式、緑色画素値Ｖｇの赤色画素値
Ｖｒによる規格化した式、又は、赤色画素値Ｖｒ若しくは緑色画素値Ｖｇの青色画素値Ｖ
ｂによる規格化した式のいずれかを含んでも構わない。
【００６２】
　（動作）
　実施形態の内視鏡装置１の動作について、説明をする。
【００６３】
　図７は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置１の内視鏡画像Ａの一例を説明するた
めの図である。図８は、本発明の実施形態に係わる、内視鏡装置１の指標に対応する識別
表示情報Ｐ３の一例を説明するための図である。図９は、本発明の実施形態に係わる、内
視鏡装置１の表示画像Ｂの一例を説明するための図である。
【００６４】
　ユーザは、操作部Ｘを介し、例えば、観察部位及び照明光Ｌの種類を指示入力する。例
えば、ユーザは、観察部位の種類が鼻副鼻腔の粘膜であり、照明光Ｌの種類が特殊光であ
ることを指示入力する。
【００６５】
　演算部３３ｂは、指示入力に応じ、所定の指標算出式Ｐ１を記憶部３３ａから読み込む
。
【００６６】
　画像生成部３３ｃは、所定の指標算出式Ｐ１に対応付けられた所定の閾値Ｐ２と、所定
の閾値Ｐ２に対応付けられた識別表示情報Ｐ３と、を記憶部３３ａから読み込む。
【００６７】
　ユーザが挿入部２２を被写体に挿入し、操作部Ｘを介して被写体に照明光Ｌを照射する
ための指示入力をすると、表示制御部３３は、光源制御部１２に特殊光を出力するための
制御信号を出力する。光源制御部１２は、赤色発光部１３ｒ及び緑色発光部１３ｇに、通
常帯域の赤色光Ｂｒ及び通常帯域の緑色光Ｂｇを出力させ、また、青色発光部１３ｂに狭
帯域の青色光Ｎｂを出力させる。合波器１４は、赤色光、緑色光及び青色光を合波し、照
明部２３に照明光Ｌを導光する。照明部２３は、合波器１４から導光された照明光Ｌを被
写体に照射する。
【００６８】
　撮像部２４は、被写体の戻り光Ｒを撮像信号に変換し、画像処理部３２に出力する。画
像処理部３２は、撮像信号に基づいて、内視鏡画像Ａを生成し、演算部３３ｂに出力する
。
【００６９】
　図７は、内視鏡画像Ａの例である。図７の例では、領域Ａ１が白色であり、領域Ａ２が
薄赤色であり、領域Ａ３が濃赤色であり、領域Ａ４が略黒色である。図７では、領域Ａ１
～Ａ４に簡略化されているが、実際の内視鏡画像Ａには、複雑な色及び模様が表れる。
【００７０】
　演算部３３ｂは、内視鏡画像Ａに基づいて、記憶部３３ａから読み出された所定の指標
算出式Ｐ１によって指標を算出する。ここでは、所定の指標算出式Ｐ１として、（Ｖｒ＋
Ｖｇ）／Ｖｂが用いられる。演算部３３ｂは、内視鏡画像ＡをＲＧＢ成分に分解し、内視
鏡画像Ａ上の各算出対象画素について（Ｖｒ＋Ｖｇ）／Ｖｂの演算を行い、指標を算出す
る。算出された指標は、画像生成部３３ｃに出力される。
【００７１】
　画像生成部３３ｃは、３３ｂから入力された指標と所定の閾値Ｐ２に基づいて、識別表
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示情報Ｐ３を決定する。
【００７２】
　図８の例では、指標が０～６９の範囲に設定され、所定の閾値Ｐ２が１０、２０、３０
、４０、５０、６０に設定される。識別表示情報Ｐ３には、指標０～９が白色、指標１０
～１９が赤色、指標２０～２９が橙色、指標３０～３９が黄色、指標４０～４９が緑色、
指標５０～５９が青色、指標６０～６９が黒色に設定される。
【００７３】
　なお、図８の例では、識別表示情報Ｐ３には、色相の異なる複数の色が設定されるが、
鮮やかさの異なる複数の彩度、明るさの異なる複数の明度、間隔の異なる複数のハッチン
グ、又は、パターンの異なる複数の模様等が設定されても構わない。
【００７４】
　例えば、指標の値が１５であるとき、画像生成部３３ｃは、識別表示情報Ｐ３を赤色に
決定する。
【００７５】
　画像生成部３３ｃは、決定した識別表示情報Ｐ３を算出対象画素の位置に対応する表示
画像Ｂ上の位置に配置し、表示画像Ｂを生成し、表示部４１に出力する。表示部４１は、
画像生成部３３ｃから入力された表示画像Ｂを表示部４１に表示する。
【００７６】
　画像生成部３３ｃによって生成された表示画像Ｂは、指標によって決定された識別表示
情報Ｐ３が示す色に応じて色分けされている。図９の例では、領域Ｂ１が青色であり、領
域Ｂ２が緑色であり、領域Ｂ３が黄色であり、領域Ｂ４が橙色であり、領域Ｂ５が赤色で
あり、領域Ｂ６が橙色であり、領域Ｂ７が赤色であり、領域Ｂ８が白色であり、領域Ｂ９
が赤色である。
【００７７】
　すなわち、表示画像生成方法は、撮像部２４によって被写体を撮像して被写体像を取得
し、演算部３３ｂによって被写体像に含まれる色に応じ、被写体の異常度合いを示す指標
を算出し、画像処理部３２によって被写体像とは独立して設定された所定の閾値Ｐ２に応
じ、指標を識別表示した表示画像Ｂを生成する。
【００７８】
　図８には、指標０～６９のうち、指標０～４９が正常粘膜Ｎ、指標５０～６９が異常粘
膜であることが、診断指標として、予め定められた例が示される。ユーザは、この例に従
い、領域Ｂ１が異常粘膜であり、領域Ｂ２～Ｂ９が正常粘膜Ｎであると定量的に把握する
ことができる。
【００７９】
　すなわち、被写体は、観察対象の臓器であり、指標は、臓器の色に応じて臓器の異常度
合いを示し、被写体像から独立して設定され、照明光Ｌの種類及び臓器の種類に応じて設
定され、臓器の正常領域である正常粘膜Ｎと異常領域である異常粘膜間で差が出るように
設定され、表示画像Ｂは、正常領域と異常領域の色の差が、被写体像における色の差より
大きくなるように生成される。
【００８０】
　これにより、ユーザは、表示部４１に表示された表示画像Ｂにより、被写体の定量的な
異常度合いを把握可能である。
【００８１】
　上述の実施形態によれば、内視鏡装置１は、被写体の炎症等の異常度合いを定量的に示
すことができる。
【００８２】
　（実施形態の変形例）
　上述の実施形態では、画像生成部３３ｃは、識別表示情報Ｐ３を算出対象画素の位置に
対応する表示画像Ｂ上の位置に配置して表示画像Ｂを生成したが、指標に応じて内視鏡画
像Ａを補正した表示画像Ｂを生成しても構わない。本変形例の説明では、実施形態の説明
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と同じ構成については説明を省略する。
【００８３】
　記憶部３３ａは、所定の閾値Ｐ２ａを記憶する（図１の２点鎖線）。所定の閾値Ｐ２ａ
は、正常粘膜Ｎと異常粘膜を区分する閾値として、予め被写体像とは独立して設定され、
記憶部３３ａに記憶される。
【００８４】
　画像生成部３３ｃは、演算部３３ｂから入力された指標及び内視鏡画像Ａと、記憶部３
３ａから読み出された所定の閾値Ｐ２ａと、に基づいて、表示画像Ｂを生成する。
【００８５】
　より具体的には、画像生成部３３ｃは、記憶部３３ａから所定の閾値Ｐ２ａを読み込む
。
【００８６】
　演算部３３ｂから入力された指標が所定の閾値Ｐ２ａ以上であるとき、画像生成部３３
ｃは、指標に対応する画素の色を強調する。画素の色の強調は、画素値に、所定の係数ｋ
を乗算することによって行われても構わないし、所定値を加算することによって行われて
も構わない。また、画素の明度を高めることによって行われても構わないし、画素の彩度
を高めることによって行われても構わない。
【００８７】
　指標が所定の閾値Ｐ２ａ未満であるとき、画像生成部３３ｃは、指標に対応する画素を
非強調にするように構成しても構わない。
【００８８】
　これにより、内視鏡装置１では、被写体の異常度合いを示す指標によって内視鏡画像Ａ
の異常粘膜が強調され、被写体の異常度合いが定量的に示される。
【００８９】
　なお、実施形態及び変形例では、内視鏡画像Ａ内の算出対象画素に対して指標を算出し
て識別表示をしているが、これに加えて、内視鏡画像Ａ全体の画素値の平均値に基づいた
全体指標も算出され、識別表示されるようにしてもよい。具体的には、内視鏡画像Ａ全体
の画素値の平均値を算出してその平均値から全体指標を算出してもよいし、算出対象画素
の指標を算出してその指標の平均値をとることで全体指標を算出してもよい。内視鏡画像
Ａ全体用に設定された所定の閾値Ｐ２ａに応じ、算出した全体指標を表示画像Ｂに隣接す
る所定位置に識別表示しても構わない。これにより、内視鏡装置１は、内視鏡画像Ａ内の
全体的な炎症度合いを定量的に示すことができる。ここで、全体指標の識別表示は、各算
出対象画素で算出される指標の識別表示と同様に、色相の異なる複数の色や間隔の異なる
複数のハッチング等で表示されてもよいし、全体指標と所定の閾値Ｐ２ａの関係を表す数
値そのもの、または全体指標を表す数値そのもので表示されてもよい。
【００９０】
　なお、実施形態では、被写体の炎症等の異常度合いが７段階に区分して示されるが、７
段階に限定されない。例えば、２～６段階に区分して示されても構わないし、８段階以上
に区分して示されても構わない。
【００９１】
　なお、実施形態及び変形例では、特殊光の観察モードの例を説明したが、通常光の観察
モードによって被写体の観察が行われても構わない。
【００９２】
　なお、実施形態及び変形例では、観察部位が鼻副鼻腔の例を説明したが、鼻副鼻腔に限
定されない。例えば、観察部位は、消化管等の他の臓器であっても構わない。
【００９３】
　なお、実施形態及び変形例で説明した所定の指標算出式Ｐ１は、例示であり、これに限
定されず、他の指標算出式を含んでも構わない。
【００９４】
　なお、実施形態及び変形例では、表示制御部３３の機能は、ＦＰＧＡによって実現され
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るが、表示制御部３３の全て又は一部の機能は、図示しないＣＰＵ及びＣＰＵに実行され
るプログラムによって実現されても構わない。
【００９５】
　本明細書における各「部」は、必ずしも特定のハードウェアやソフトウェア・ルーチン
に１対１には対応しない。また、本実施形態における各手順は、その性質に反しない限り
、実行順序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよ
い。さらに、本実施形態における各手順の全てあるいは一部をコンピュータが実行するソ
フトウェアによって実現しても構わない。
【００９６】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【００９７】
　本発明によれば、被写体の炎症等の異常度合いを定量的に示すことができる内視鏡装置
及び表示画像生成方法を提供することができる。
【００９８】
　本出願は、２０１７年６月１３日に日本国に出願された特願２０１７－１１６２３４号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲に引用されるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月7日(2019.3.7)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　そこで、本発明は、被写体の炎症等の異常度合いを定量的に示すことができる内視鏡装
置を提供することを目的とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、撮像部によって被写体を撮像して取得した被写体像に
含まれる色に応じ、前記被写体の異常度合いを示す指標を算出し、前記被写体像とは独立
して設定された所定の閾値に応じ、前記指標を識別表示した表示画像を生成する、表示制
御部を有し、前記指標は、赤色画素値又は緑色画素値を青色画素値によって規格化して算
出される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の他の態様の内視鏡装置は、撮像部によって被写体を撮像して取得した被写体像
に含まれる色に応じ、前記被写体の異常度合いを示す指標を算出し、前記被写体像とは独
立して設定された所定の閾値に応じ、前記指標を識別表示した表示画像を生成する、表示
制御部を有し、前記指標は、赤色画素値と緑色画素値の和を青色画素値によって規格化し
て算出される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部によって被写体を撮像して取得した被写体像に含まれる色に応じ、前記被写体の
異常度合いを示す指標を算出し、前記被写体像とは独立して設定された所定の閾値に応じ
、前記指標を識別表示した表示画像を生成する、表示制御部を有し、
　前記指標は、赤色画素値又は緑色画素値を青色画素値によって規格化して算出される、
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　ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記被写体は、臓器であり、
　前記表示画像は、正常領域と異常領域の色の差が、前記被写体像における色の差より大
きくなるように生成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項３】
　前記所定の閾値は、前記指標を段階的に区分するように設定される、ことを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記所定の閾値は、観察モードの種類及び観察部位の種類に応じて複数設定されている
、ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　操作部を有し、
　前記操作部は、前記被写体を照明する照明光の種類と、前記被写体の観察部位の種類と
、を指示入力可能である、ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　光源装置と照明部を有し、
　前記光源装置は、通常帯域の赤色光と、通常帯域の緑色光と、狭帯域の青色光とによっ
て構成される特殊光を発生し、
　前記照明部は、前記特殊光を前記被写体に照射する、ことを特徴とする請求項１に記載
の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記青色光は、中心波長が血漿の吸光係数のピーク波長と同じ波長になるように狭帯域
化される、ことを特徴とする請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項８】
　前記青色光は、中心波長が４１５ｎｍ～４９５ｎｍになるように狭帯域化される、こと
を特徴とする請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　前記青色光は、中心波長が４６０～４７０ｎｍになるように狭帯域化される、ことを特
徴とする請求項６に記載の内視鏡装置。
【請求項１０】
　前記観察部位は、鼻副鼻腔の粘膜である、ことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡装
置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、記憶部、演算部及び画像生成部を有し、
　前記記憶部は、所定の指標算出式、前記所定の閾値及び識別表示情報を記憶し、
　前記演算部は、前記所定の指標算出式を前記記憶部から読み出し、読み出された前記所
定の指標算出式によって前記指標を算出し、
　前記画像生成部は、前記所定の指標算出式に対応付けられた前記所定の閾値と、前記所
定の閾値に対応付けられた前記識別表示情報と、を前記記憶部から読み出し、前記指標に
基づいて、前記指標に対応した前記識別表示情報を決定し、前記識別表示情報に基づいて
、前記指標を識別表示した前記表示画像を生成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項１２】
　撮像部によって被写体を撮像して取得した被写体像に含まれる色に応じ、前記被写体の
異常度合いを示す指標を算出し、前記被写体像とは独立して設定された所定の閾値に応じ
、前記指標を識別表示した表示画像を生成する、表示制御部を有し、
　前記指標は、赤色画素値と緑色画素値の和を青色画素値によって規格化して算出される
、
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　ことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１３】
　前記被写体は、臓器であり、
　前記表示画像は、正常領域と異常領域の色の差が、前記被写体像における色の差より大
きくなるように生成される、
ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１４】
　前記所定の閾値は、前記指標を段階的に区分するように設定される、ことを特徴とする
請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１５】
　前記所定の閾値は、観察モードの種類及び観察部位の種類に応じて複数設定されている
、ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１６】
　操作部を有し、
　前記操作部は、前記被写体を照明する照明光の種類と、前記被写体の観察部位の種類と
、を指示入力可能である、ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１７】
　光源装置と照明部を有し、
　前記光源装置は、通常帯域の赤色光と、通常帯域の緑色光と、狭帯域の青色光とによっ
て構成される特殊光を発生し、
　前記照明部は、前記特殊光を前記被写体に照射する、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。
【請求項１８】
　前記青色光は、中心波長が血漿の吸光係数のピーク波長と同じ波長になるように狭帯域
化される、ことを特徴とする請求項１７に記載の内視鏡装置。
【請求項１９】
　前記青色光は、中心波長が４１５ｎｍ～４９５ｎｍになるように狭帯域化される、こと
を特徴とする請求項１７に記載の内視鏡装置。
【請求項２０】
　前記青色光は、中心波長が４６０～４７０ｎｍになるように狭帯域化される、ことを特
徴とする請求項１７に記載の内視鏡装置。
【請求項２１】
　前記観察部位は、鼻副鼻腔の粘膜である、ことを特徴とする請求項１６に記載の内視鏡
装置。
【請求項２２】
　前記表示制御部は、記憶部、演算部及び画像生成部を有し、
　前記記憶部は、所定の指標算出式、前記所定の閾値及び識別表示情報を記憶し、
　前記演算部は、前記所定の指標算出式を前記記憶部から読み出し、読み出された前記所
定の指標算出式によって前記指標を算出し、
　前記画像生成部は、前記所定の指標算出式に対応付けられた前記所定の閾値と、前記所
定の閾値に対応付けられた前記識別表示情報と、を前記記憶部から読み出し、前記指標に
基づいて、前記指標に対応した前記識別表示情報を決定し、前記識別表示情報に基づいて
、前記指標を識別表示した前記表示画像を生成する、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の内視鏡装置。



(18) JP WO2018/230130 A1 2018.12.20

10

20

30

40

【国際調査報告】



(19) JP WO2018/230130 A1 2018.12.20

10

20

30

40



(20) JP WO2018/230130 A1 2018.12.20

10

20

30

40



(21) JP WO2018/230130 A1 2018.12.20

10

20

30

40



(22) JP WO2018/230130 A1 2018.12.20

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。



专利名称(译) 内视镜装置

公开(公告)号 JPWO2018230130A1 公开(公告)日 2019-06-27

申请号 JP2019513088 申请日 2018-04-13

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 有吉大記

发明人 有吉 大記

IPC分类号 A61B1/045 A61B1/233 A61B1/00 G02B23/24 G02B23/26

CPC分类号 A61B1/00009 A61B1/045 A61B1/0638 A61B1/0669 A61B1/233 G06T11/001 A61B1/00045 A61B1
/0676 G06T7/0012 G06T2207/10068

FI分类号 A61B1/045.616 A61B1/233 A61B1/00.513 G02B23/24.B G02B23/26.B

F-TERM分类号 2H040/CA02 2H040/FA14 2H040/GA00 2H040/GA10 2H040/GA11 4C161/AA12 4C161/BB02 4C161
/CC06 4C161/HH54 4C161/JJ17 4C161/LL02 4C161/MM02 4C161/NN01 4C161/NN05 4C161/QQ07 
4C161/QQ09 4C161/RR04 4C161/RR14 4C161/RR26 4C161/SS21 4C161/WW08

优先权 2017116234 2017-06-13 JP

其他公开文献 JP6543013B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

内窥镜设备包括显示控制系统，该显示控制系统被配置为根据所获取的
对象图像中包括的颜色来计算至少一个指示对象的异常程度的指标，并
生成其中至少一个指标可识别的显示图像。 基于独立于对象图像而设置
的预定阈值来显示图像。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/0d4918bc-6869-4df8-8385-b7871fce84d6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064659835/publication/JPWO2018230130A1?q=JPWO2018230130A1

